草津市公認マスコットキャラクター「たび丸」使用可能図柄一覧　６－１～６－９
· 図柄には、原則として、「草津市公認マスコットキャラクター たび丸」または、「草津市　たび丸」と表記してください。（※一つのチラシやパンフレットなどに複数たび丸の図柄を使用する場合は、どこか一カ所に表記をしてください。）
· [bookmark: _GoBack]「使用可能図柄一覧」の図柄は、原則として縦横の比率や色などは変更せずに使用してください。
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６－１　なわとび＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－２　ジョギング＿　
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６－３　ストレッチ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　６－４　ウオーキング＿　
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６－５　かけっこ＿　　　　　　　　　　　　　　　　　６―６　ボールあそび＿　
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６－７　マットあそび　　　　　　　　　　　　　　　　６―８　ドッジボール＿　
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６－９　鉄棒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－１０　ヨガ＿　
image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image1.png




image2.png




image3.png




